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まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間の延長について 

 

国及び県では、第 1期の計画期間が令和元年度で満了するため、第 2期総合戦略の策

定作業が進められている。市区町村は、国の総合戦略及び都道府県の地方版総合戦略

を勘案して地方版総合戦略を定めることが求められており、本市においても次期総合

戦略の策定が必要となる。 

津島市では、2015年国勢調査の結果を踏まえた見通しとして、これまで以上に人口の

減少が見込まれることから、第 1期総合戦略の成果を評価・検証した上で、国及び県

の方向性を踏まえて総合戦略の見直しを進める必要がある。 

一方で、津島市総合計画は、令和 3年度からのスタートに向けて、次期総合計画の策

定を進めている。第 2期総合戦略をまちづくりの方向性と整合を図るためには、次期

総合計画の策定の進捗に合わせて改訂を進める必要がある。 

国は、人口減少克服・地方創生という目的が明確であり、数値目標や重要業績評価指

標（KPI）の設定等、地方版総合戦略としての内容を備えることを条件に、総合計画と

地方版総合戦略を一つのものとして策定することが可能であるとしている。 

また、地方創生の取組の基本的な計画である地方版総合戦略に切れ目が生じないので

あれば、各地方公共団体の実情に応じた計画期間を設定することも、やむを得ないと

いう見解が示されている。 

以上のことから、津島市では、総合計画と総合戦略を一つのものとして策定すること

とし、暫定的に現行の総合戦略の計画期間を 1年延長するものとする。 

 

1. 延長方針案 

計画期間 延長前 平成 27年度〜令和元年度 5年間 

延長後 平成 27年度〜令和 2年度 6年間 

施策 現行計画に掲げる施策方針、重点戦略等を引き継ぐ。 

数値目標・重要

業績評価指標

（KPI） 

基本的な方向性を引き継ぎ、原則として、変更しない。ただ

し、目標を達成している場合及び累積値を目標としている場

合は、1年間の延長を加味して見直しを行う。 

事業 原則として、既存の事業を引き継ぐものとし、新規事業・事

業廃止等について整理する。ただし、令和 2 年度までに新た

に推進すべき重点施策や地方創生推進交付金の対象となる事

業等がある場合は、必要に応じて追加等を検討する。 

資料２ 
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2. 今後のスケジュール 

年月 第 1期総合戦略 第 2期総合戦略 

令和元年 10月 計画期間の延長 

平成 30年度事業報告・検証 

－ 

令和 2年 5月 令和元年度地方創生推進交付

金実績報告・検証 

総合戦略素案の審議 

令和 2年 7月 令和元年度事業報告及び総合

戦略 5年間の総括・検証 

総合戦略案の審議 

令和 2年 10月 － 総合戦略案の決定 

令和 3年 3月 － 総合戦略の策定 

 

3. 第 2期総合戦略の策定のポイント 

❏ 地方版総合戦略と総合計画の一体化 

･ 進行管理を一本化し、業務の効率化を図ることができる。 

･ 総合計画に掲げるまちづくりの指針の中で、人口減少への対応とともに、人

口減少の克服・地方創生を位置付け、施策の基本的な方向との整合性を確保

する必要がある。 

❏ 第 1期総合戦略の効果の検証 

･ 課題、施策に関する基本的方向、施策の総合的かつ計画的な実施に必要な事

項の有効性等を検討する。 

❏ 第 5次総合計画におけるまちづくりの指針との整合 

･ まちづくりの指針の中で、人口減少への対応とともに、人口減少の克服・地

方創生を位置付ける。 

❏ 国の総合戦略及び愛知県の地方版総合戦略の勘案 

･ 第 2期の方向性及び第 2期における新たな視点を組み込む。 

❏ 人口ビジョンの時点修正 

･ 2015年国勢調査の結果を踏まえ、人口の将来展望の時点修正を行う。 

❏ 社会情勢や地域の変化 

･ 少子高齢化の進行、外国人労働者の増加、自然災害の増加、リニア中央新幹

線の開通、AI・RPA・IoTの情報化技術の進展、市民協働の広がり等の変化を

踏まえた視点の検討を行う。  
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地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和元年 6月内閣府地方創生推進室） 

6. 総合計画等との関係 

6-1 総合計画等と地方版総合戦略との関係 

地方版総合戦略は人口減少克服・地方創生を目的としていますが、いわゆる総合計画等

は、各地方公共団体の総合的な振興・発展等は必ずしも同じではありません。また、地

方版総合戦略においては数値目標や重要業績評価指標（KPI）を設定することとなって

いますが、こうした手法は、総合計画等においては義務付けられたものではありません。 

これらの理由から、地方版総合戦略は総合計画等とは別に策定してください。 

ただし、総合計画等を見直す際に、見直し後の総合計画等において人口減少克服・地方

創生という目的が明確であり、数値目標や重要業績評価指標（KPI）が設定されるなど、

地方版総合戦略としての内容を備えているような場合には、総合計画等と総合戦略を一

つのものとして策定することは可能であると考えられます。 

なお、その場合であっても、まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号）第 9

条及び第 10 条の規定により、都道府県の地方版総合戦略は国の総合戦略を勘案して、

市区町村の地方版総合戦略は国の総合戦略及び都道府県の地方版総合戦略を勘案して、

それぞれ定めるよう務めなければならないことにご注意ください。 

 

地方版総合戦略等の進捗状況等に関する Q&A （2019年 3月 27日時点） 

１ 地方版総合戦略・地方版人口ビジョン 

Q4. 当市では、現行の地方版総合戦略の最終年度は 2019年度となっていますが、総合計画の

最終年度は 2020年度となっているため、現行の地方版総合戦略の計画期間を 1年延長し

て、次期「地方版総合戦略」と次期「総合計画」の計画期間を合わせたいと考えていま

すが、そのような対応も可能でしょうか。 

 

A4. まち・ひと・しごと創生については、国と地方が一体となり、中長期的視点に立って取

り組む必要があるため、地方版総合戦略の計画期間は、可能な限り、国の次期「総合戦

略」の計画期間に合わせていただきたいと考えていますが、地方創生の取組の基本的な

計画である地方版総合戦略に切れ目が生じないのであれば、各地方公共団体の実情に応

じた計画期間を設定することも、やむを得ないものと考えています。ただし、まち・ひ

と・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 9 条及び第 10 条の規定により、都道府

県の地方版総合戦略は国の総合戦略を勘案して、市区町村の地方版総合戦略は国の総合

戦略及び都道府県の地方版総合戦略を勘案して、それぞれ定めるよう務めなければなら

ないことにご注意ください。 
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